
世界遺産管理に係る主要な取組状況 

■遺産価値の保全に関するもの（植物、陸産貝類、ネズミ）

項目 担当機関 概要 

◆植物の保

全

１．固有森林生態系保全・

修復等事業 

林野庁 ・弟島、兄島、西島、東島、父島、母島、向島で外

来植物駆除を実施中。弟島、兄島、母島では植栽

を実施し、経過観察中。

・グリーンアノール対策として BCラインにかかる樹

木の剪定等を実施しているが、台風 21号の影響で

柵が破損したため休止中。

・指定ルート調査では台風後の被害状況を調査。

・気候変動モニタリングでは引き続き父母の雲霧状

況を記録。

２．森林生態系の維持・再

生（母島北部のアカギ駆

除等） 

環境省 ・平成 21年度から母島北部民有地で駆除を開始し、

アカギの本数を減らすことが出来ている。

・駆除後はコブガシやモクタチバナなど在来樹の成

長・開花を確認。

・沢沿いの光環境等の改善により、トンボ類の生息

する沢では確認数増加傾向もみられる。

３．小笠原諸島における 

在来樹木による森林の修

復手法の開発

林野庁 ・平成 30年度から開始した補助事業（事業期間 5年

間）で、父島列島と母島列島とで実施。今年度は 3

年目。

・過去に実施された外来植物駆除の成果を整理し、

文献調査等を加えて分析し、「外来植物駆除の手

引き」の作成を目指している。

・外来植物駆除に加え、播種・植栽等により在来植

生の導入を図ることで、早期の森林修復が可能と

なるよう、実証試験を行っている。

・その他、各種リスクを低減した苗木づくりの技術

開発を検討している。

４．希少植物保護増殖事業 環境省 ・国内希少植物 12種の保護増殖事業を継続。

・種により、状況・課題が異なる。柵の設置等によ

るノヤギやネズミの影響排除により個体数の回復

や実生の定着が見られる種がある一方、開花や結

実、発芽が見られないなどの課題がある種もあ

る。
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項目 担当機関 概要 

◆植物の保

全（つづ

き） 

５．父島 植生の保全回復

及びノヤギ対策 

環境省 

東京都 
・5年以内の父島におけるノヤギの根絶に向け、平成

30年度より排除圧を高めて実施している。 

・ノヤギ排除の影響に係る植生モニタリングを実施

している。 

・今年度より父島東平周辺の外来植物駆除に着手。 

・東平自然再生区内については、平成 24年度以降ノ

ヤギを排除してきたが、令和２年４月以降に、主に

初寝浦歩道付近の柵内でノヤギ 15個体以上の侵入

が確認された。現在センサーカメラを設置して行動

圏を調査するとともに、今後の対応について検討

中。 

 ６．宮之浜都有地における

海岸林の復元 

東京都 ・平成 27年度から、アレロパシー活性の強いギンネ

ム林内（約 50㎡）で、オガサワラオオコウモリの

餌木となるモモタマナを播種・植栽した際に活着

するかの試験を実施。 

・将来的に父島の海岸林を復元させるため、平成 28

年度から作業面積を拡大し、外来植物駆除及び在

来幼齢樹（6種）の植栽を実施中。これまでの植栽

株数は計 1080株。 

・今年度は、これまでの調査・試験結果を総括。 

 

 ７.南島の植生回復及び利

用 

東京都 ・新型コロナ感染症の影響により、例年に比べると

利用者数が減少したことにより、植生回復。 

・回復した植生を維持し、利用ルートを明確化する

ための踏石改修を 11月に実施予定。 

・今冬季からのおがさわら丸ドッグ期間変更に伴

い、試行的に南島入島禁止期間の変更。 

 

◆陸産貝類

の保全 

８．陸産貝類域内保全対策

（個体群再生等） 

環境省 ・父島列島での個体群再生を目指し、巽島への補

強、南島への再導入を実施するための個体群再生

計画を策定。 

・10月 19日の陸産貝類保全ＷＧにおいて、年次計画

の外部評価を受けた上で、11月以降に巽島へのカ

タマイマイ属 2種の補強を実施予定。 

 

 ９.陸産貝類の生息域外保

全対策 

環境省 ・世界遺産センター保護増殖室、扇浦屋外飼育施

設、4動物園、母島、内地施設で域外保全を実施。 

・遺産センターではカタマイマイ属 6種 14個体群を

飼育し、ほぼ全ての種で繁殖が成功。飼育スペー

スがほぼ上限に達している。 

・屋外飼育でも栄養補給を行うことで累代飼育に成

功。 

・オガサワラオカモノアラガイや母島産カタマイマ

イ属等の繁殖技術の確立を目指し、試験中。 

・オガサワラオカモノアラガイについては、飼育下

で今年度初めて卵から飼育した個体が交尾した。 
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項目 担当機関 概要 

◆陸産貝類

の保全（つ

づき） 

10.母島陸産貝類域内保全 

(土付き苗対策） 

環境省 ・陸産貝類に大きな影響を与えるウズムシについて

は、土付き苗の島内への移動により侵入リスクが

高い。 

・土付き苗対策として母島に温浴処理設備を配置

し、自主ルールによる試行を開始。（母島の全戸

にチラシを配布） 

・これまでに１件の処理実績があり、今後も処理実

績を積みながら、運用上の課題を整理していく。 

・工事等による島外からの資材、機材の持ち込みリ

スクに対して今後検討予定。 

 

 11.陸産貝類域内保全 

（ツヤオオズアリ防除）対

策 

環境省 

東京都 

小笠原村 

 

＜①母島・南崎＞ 

・固有陸産貝類であるノミガイ類を保全するため、

アリの生息範囲を囲うようにベイト剤を設置し、押

さえ込みに成功。 

・対策範囲を徐々に内側に展開しているところ。 

＜②母島・北港＞ 

・平成 27年 10月から駆除開始。平成 31年 2月に東

山線歩道入口付近で生息が確認されているが、そ

の後、令和 2年 9月まで検出されていない。今後

もベイト剤による駆除を継続する。 

＜③母島・農地等＞ 

・平成 29年度から母島の農地等（蝙蝠谷農業団地、

見廻山農業団地、農協集出荷場）で駆除を実施。

今年度はいずれも非検出。局所根絶の確認に向け

てモニタ中。 

＜④父島・宮之浜園地＞ 

・平成 29年 3月から国、都、村の協働作業により駆

除を実施。 

・現在はフェンス沿いでのみ生息を確認。出現が継

続しているエリア及びデッキ周辺を中心として駆

除を継続中。 

 

◆ネズミ対

策 

12.陸産貝類域内保全 

（兄島等でのネズミ防除）

対策 

環境省 ・2016年 8月の殺鼠材散布、BS対策により、カタマ

イマイ属・ヤマキサゴ属の生息密度は回復傾向。

ネズミ食害もほぼ見られていない状況が続いてい

る。 

・一方、ネズミの撮影頻度は全島で上昇しており、

今後陸産貝類への影響が生じる危険性が非常に高

い状況。 

・既に追加対策として、一部エリアで殺鼠剤の増量

や BSの増設等を実施しているが、今年度中にヘリ

コプターによる殺鼠剤の空中散布の実施を目指し

て、調整をすすめていく 
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項目 担当機関 概要 

◆ネズミ対

策 

（つづき） 

13．南島におけるネズミ類

の駆除 

東京都 ・平成 30年 8月にネズミ類の生息が確認されたた

め、センサーカメラを増設しモニタリングを進めて

いたところ、令和元年 7月にネズミ類を再確認。 

・南島全域に低密度に生息していると想定し、令和 2

年 1月に、殺鼠剤の全域手撒き散布を実施。 

・継続したモニタリング、ベイトステーションによ

る駆除を継続中。 

 

 14．聟島列島植生の保全・

回復に係るネズミ対策 

東京都 ・媒島、嫁島において植生回復の大きな障害となっ

ているネズミの駆除に着手し、媒島は平成 31年 2

月、嫁島は令和元年 10月に殺鼠剤の全島散布が終

了。 

・駆除手法は、殺鼠剤の手撒き散布、ベイトステー

ションのほか、離岩礁、急傾斜地ではドローン散布

を実施。 

・同時にセンサーカメラによるネズミ個体数の変化

をモニタリング中。 

・継続したモニタリング、ベイトステーションによ

る駆除を継続中。 

 

 15.有人島におけるネズミ

対策 

環境省 

林野庁 

東京都 

小笠原村 

・平成 27年度「小笠原諸島有人島におけるネズミ対

策にかかる行政連絡会」を組織。 

・平成 28年度より村委託事業と関係機関の協力によ

る集落内一斉防除を令和２年９月までに５回実施。 

  

4



 

■遺産価値を支える自然環境の保全、自然との共生等に関するもの 

（ほ乳類・鳥類、昆虫類、普及啓発など） 

項目 担当機関 概要 

◆ほ乳類、

鳥類の保全 

16.希少鳥類保護管理対

策調査事業 

環境省 

林野庁 

 

 

・アカガシラカラスバトは、今まで観察数の少な

かった営巣や群が観察された。 

・オガサワラカワラヒワは、例年に比べて目撃数

が減少しており、個体数の減少が推測される。

今後の生存可能性を分析した結果、ノネコの補

食やネズミによる繁殖阻害が続くと絶滅リスク

が増加することが明らかになった。 

・今年度中にオガサワラカワラヒワ保護増殖事業

計画を策定する方針で作業を進めている。 

・オガサワラノスリは 20ペアが定着し、9ペアで

繁殖成功。 

 

 17.希少野生動物保全

（オガサワラオオコ

ウモリ、アカガシラ

カラスバト保護増

殖）対策 

環境省 ・コウモリについては、令和元年から年間の中期

実施計画に基づき対策を実施。母島の生息状況

調査を実施し、父島で捕獲された雄個体が母島

で再捕獲され、島間を移動していることが分か

った。おそらく昨年度、島間移動が生じたこと

で母島の個体数が急増している。 

・母島での GPS等を用いた基礎的な生態（行動圏

や食性等）情報や生息地利用情報の調査を実施

中。 

・ハトの個体数は増加傾向にあると推定される

が、個体群が安定している状態とは言えない。 

・引き続き、ノネコ対策等を進めるとともに、個

体群動態や個体数推定のデータの充実を図る。 

 

 18.オガサワラオオコウ

モリ生息環境調査 

東京都 ・父島個体群の調査により、特に大干ばつや大型

台風の後は餌を外来種に依存する傾向があること

がわかった。 

・今年度は、都有地における餌資源の確保に向

け、植生回復手法の調査・検討を実施。 

 19.オガサワラオオコウ

モリによる食害対策 

小笠原村 ・オオコウモリの農作物被害防除用の防鳥ネット

等への絡まり防止の普及啓発と、安全性が確認

された硬質樹脂性ネット（トリカルネット）普

及のための補助事業を実施 

・近年、コウモリの目撃数が増えている母島につ

いては、大規模な農地にトリカルネットを設置

する業者がないため、村で資材配布し、自主設

置するよう調整中。 

 20.希少野生動物保全

（ノネコ捕獲等）対策 

環境省 ・昨年度に続き２年連続で父島ではノネコを減少

させることができた。 

・まずは低密度化が図られている父島での早期完

全排除を目指し、捕獲圧の強化、効率的な捕獲

を実施していく。 

・母島では、当面、保全対象種の繁殖・生息地が

重複する南部地域でのノネコの低密度化を図り

安全地帯を確保し、その範囲を中北部へ拡充し

ていく。  
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項目 担当機関 概要 

◆ほ乳類、

鳥類の保全 

（つづき） 

21.ペット条例 小笠原村 ・ペットによる生態系への影響を未然に防止する

ため、「小笠原村愛玩動物の適正な飼養及び管

理に関する条例」を令和２年３月に制定。 

・令和３年４月の登録制等の一部施行に向けて、

村内のペットの飼養状況調査を実施中。 

 

 22.小笠原動物協議会 小笠原動物協議

会 
・関係機関・団体により、「人とペットと野生動

物が共存する島づくり」の実現を目指して協議

会を設立 

＜３ヶ年の事業評価＞ 

・野生動物の保護に関して、希少連部会による実

務レベルの調整。傷病鳥獣への治療体制の整備

により 19個体が野生復帰。傷病鳥獣対応の一部

は事業化されず過渡期的な対応も。 

・ネコ連部会による小笠原ネコプロジェクトの推

進。山域のノネコ捕獲、集落のノラネコ管理、

猫の飼い主への適正飼養指導により保全対象種

の生息が回復傾向。山域から集落に流入し始め

たネコへの対応が課題。 

・ペットの適正飼養に関して、動物対処室での診

療をきっかけとした指導の推進、普及啓発イベ

ントの開催。 

・動物対処室での診療体制を獣医師と動物看護

師、用務員の３名体制に強化 

 

◆昆虫類の

保全 

23.固有昆虫保全対策 

（グリーンアノール防

除）対策 

環境省 

東京都 
＜兄島＞ 

・Ｂライン以北へのアノール拡散防止を概ね維持

できているが生息密度の高い箇所が増えつつあ

る。 

・一昨年度アノールの影響と思われるヒメカタゾ

ウムシの減少傾向が確認されたが、昨年度は回

復傾向が見られた。 

・台風 21号により侵入防止柵が大きく破損し、捕

獲トラップも大量に喪失。Bライン沿いから捕獲

トラップを再設置するとともに、柵は応急的な

補修を行っている。（Bライン柵は一部区間を残

して応急補修済みで、Cライン柵は改修済み） 

・Bラインは西側端部が倒壊したままの状態となっ

ているが、今年度中に改修工事を行う予定 

＜母島新夕日ヶ丘＞ 

・侵入防止柵内では、侵入抑制と捕獲によりアノ

ールの低密度状態を維持、固有昆虫類への捕食

影響を低減出来ている。 
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項目 担当機関 概要 

◆昆虫類の

保全（つづ

き） 

24-1.オガサワラシジミ

の保護増殖事業 

環境省 

東京都 
・野生個体の確実な生息確認が 2018年６月以降乏

しく、非常に危機的な状況。 

・多摩動物公園、新宿御苑（2019年 10月より飼育

開始）の飼育個体は、８月末までに死亡し、飼

育個体の繁殖が途絶した。原因は調査中。 

・７月から一斉調査・捕獲作業を３回実施（のべ

100名以上参加）したが、野生個体の確認には至

っていない。 

・今後は、中長期的な視点で現地調査計画を作成

し、生残個体を確認した後、速やかに保護増殖

事業を展開できるよう準備を整えていく予定。 

 

 24-2.固有昆虫類保全

（保護増殖事業） 

 

環境省 ・オガサワラハンミョウは、2015年度より再導入

を実施し、今年度も実施中。保護増殖事業検討

会を開催し、中期実施計画の改訂案を検討した 

・希少トンボ類は、生息状況のモニタリング、ト

ンボ池の管理、外来樹木の伐採等の環境改善を

継続実施。 

 

◆普及啓発 25.小笠原世界遺産セン

ターの運営 

環境省 ・外来種対策のため、属島に持ち込む資材や道具

などを燻蒸室や冷凍室にて処理。 

・新型コロナウイルス感染症対策を実施した上

で、展示室は一般利用を継続中。（地域や観光

客に世界自然遺産の価値等を伝えていくための

企画展等も開催している。） 

 

 26.村民向け現地での普

及啓発 

環境省 

林野庁 

東京都 

小笠原村 

・管理機関の取り組みの理解を深めてもらうた

め、村民向けの属島ボランティア、属島視察会

を実施 

 27.ボランティア・環境

教育 

林野庁 

 

 

・父島ボランティア、母島ボランティア、東京農

大等のボランティアの開催、村内及び内地の教

育機関向けの環境教育の実施。 

 

 28. 村民向け 意見交

換・普及啓発 

環境省 

林野庁 

東京都 

小笠原村 

・遺産登録後の観光・生活の変化や遺産価値等に

ついての意見交換・普及啓発 

・今年度は会合形式ではなく、ヒアリング形式を

予定 

 

 29.村民参加の森づくり

プロジェクト 

小笠原村 ・返還 50周年を契機に、オガサワラグワの在来樹

木の植栽や外来植物の駆除など、身近に体験で

きる村民参加型の森づくりプロジェクトを継続

して実施。 
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項目 担当機関 概要 

◆その他 30.西之島の価値と保全

管理 

環境省 ・2017 年～2020年度にかけて「西之島の価値と保

全にかかる検討委員会」を開催し、2020 年度末

に『西之島の価値と保全にかかる検討委員会提

言』をとりまとめた。 

・保護担保措置を定めるための段取りを検討して

いる。 

・今後、上陸調査等を進めつつ、原生状態の生態

系の遷移の学術的評価等をする『モニタリング

委員会（仮称）』を立ち上げる予定。 
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